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特集

平成27年度SC全国ネットワーク総会
スポーツ庁情報提供 

スポーツ庁の「今後の地域スポーツ推進方策に関する提言」に基づいた
総合型クラブに関する施策の方向性等について、スポーツ庁より情報
提供がありました。
今回は、その情報提供の内容をご紹介します！

スポーツ庁の設置と
地域スポーツの推進について

1.スポーツ基本法について

2.スポーツ庁の設置について

3.総合型地域スポーツクラブに関する施策の方向性

【情報提供 主な内容】
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平成23年8月に施行された「スポーツ基本法」について、基本理念や「スポーツ振興
法」からの改正の経緯等をご紹介いただきました。

スポーツ基本法について1

行政だけでなく、スポーツ団体や関係者にも共通する理念として規定。

■基本理念

スポーツ人口の増加、地域スポーツクラブの成長、アマチュアとプロの関係の変化など、スポー
ツを取り巻く社会状況の変化に対応するために、「スポーツ振興法(昭和36年制定)」が全面改
正された。

■改正経緯

１．生涯にわたるスポーツ
２．青少年のスポーツ
３．地域スポーツ
４．心身の健康の保持増進、安全の確保
５．障害者スポーツ
６．競技水準の向上
７．国際的な交流・貢献
８．公正・適切なスポーツの実施と国民の理解・支援

詳細 スポーツ基本法リーフレット（P.4参照）

INDEXへ

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/sports/detail/__icsFiles/afieldfile/2011/08/24/1310250_01.pdf
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平成27年10月に設置されたスポーツ庁の概要・理念・取り組む課題をご紹介いただき
ました。

スポーツ庁の設置について2

文部科学省 スポーツ・青少年局
（うちスポーツ関係 3課1参事官）　76人

局　長

大臣官房審議官

総括官

中央教育審議会
スポーツ・
青少年分科会

スポーツ・青少年企画課
総括・管理業務、スポーツ・青少年分科会、ス
ポーツ基本計画、日本スポーツ振興センター、
スポーツ施設の整備、スポーツ団体のガバナ
ンス改善

競技スポーツ課
選手強化への支援（強化拠点・強化費）、国際
大会の招致、2020年東京オリンピック・パラ
リンピック競技大会の準備、国際交流、ドーピ
ング対策

参事官（体育・青少年スポーツ担当）
学校体育・運動部活動、武道の振興、子供の
体力の向上

スポーツ振興課
地域スポーツクラブの育成、指導者の育成、
スポーツの安全確保、スポーツ選手のキャリ
ア形成支援、障害者スポーツの振興

（5課2参事官）
121人

（新規増7人、他府省からの再配置23人を含む）

スポーツ庁

長官
次長

審議官
総括官

スポーツ審議会

学校体育室
学校体育・
運動部活動

政策課
総括・管理業務、スポーツ審
議会、スポーツ基本計画、日
本スポーツ振興センター、武
道の振興、国内外の動向調査、
戦略的広報

障害者スポーツ
振興室

障害者スポーツ
の充実

健康スポーツ課
国民へのスポーツの普及、予
防医学の知見に基づくスポー
ツの普及、地域スポーツクラブ
の育成、子供の体力向上、ス
ポーツの安全確保

競技スポーツ課
選手強化への支援（強化拠点・強化費）、医・科学
を活用した競技力向上策の開発

国際課
国際大会の招致、国際交流、ドーピング対策、ス
ポーツを通じた国際貢献、世界のスポーツ界への
積極的関与（人材育成・派遣等）

オリンピック・パラリンピック課 ※時限
オリンピック・パラリンピックムーブメントの推進
（Sport for Tomorrowの推進等）、2020年東京
大会に向けたスポーツ団体等との調整

参事官（地域振興担当）
スポーツをできる多様な場の創出（地域スポーツ
施設の充実等）、スポーツを通じた地域おこしへの
支援

参事官（民間スポーツ担当）
スポーツ団体のガバナンス改善、スポーツ人材・指
導者の育成、スポーツ選手のキャリア形成支援、
産業界との連携促進
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スポーツを通じて「国民が生涯にわたり心身ともに健康で文化的な生活を営む」ことができる
社会の実現を目指す。（基本法前文より）

スポーツ庁が中核となり、旧来からのスポーツ振興に加えて、他省庁とも連携して多様な施策を展開

スポーツ庁の理念・施策

スポーツ基本法の理念を踏まえ、スポーツを通じ「国民が生涯にわたり心身ともに健康で
文化的な生活を営む」ことができる社会の実現を目指す。

スポーツ庁において取り組む主な課題

目指す姿 今後の課題

○あらゆる世代でスポーツ人口が拡大
○平均寿命と健康寿命の差の縮減
○スポーツを通じた国民医療費の抑制　等 

スポーツによる健康増進

○我が国のアスリートのメダル獲得の増大（夢や感動
による日本社会の活力の増大）
○2020年東京大会等の成功　 等

我が国の国際競技力の向上等

○スポーツによる地域活性化、地域の一体感の醸成
○スポーツによる経済の活性化　 等

スポーツによる地域・経済活性化

○スポーツによる国際相互理解の促進
○スポーツによる国際貢献
○スポーツを通じ、国際的な視野を持って平和でより
良い世界の構築に向けて活躍できる人材の輩出　等

・スポーツの楽しさを子供達に実感させる　
・高齢者や障害者が地域において継続的に運動できる環境をつくる
・スポーツ無関心層に働きかける
・優れたスポーツ指導者を育成する 　等

・新国立競技場の確実な整備
・2020年東京大会等に向けた競技力強化・アスリート
支援
・スポーツ界のガバナンス・マネジメントの向上　等 

・国内外におけるオリンピック・パラリンピック・ムーブメントの推進
・国際競技大会の戦略的な招致、国際競技団体におけ
る役員ポストの獲得支援　
・スポーツ・文化・ワールド・フォーラムの成功
・アンチ・ドーピングの推進　等 　

我が国の国際的地位の向上

・関係省庁との連携等による、新たなスポーツ環境整備の推進
・「地域スポーツコミッション」への支援等による、各地
のスポーツイベントの創出・誘致
・プロスポーツ団体のマーケティング機能等の強化支援 　等

健康寿命延伸、医療費抑制 地域社会の活性化

国際交流・国際貢献 国民経済の発展

厚生労働省
・健康増進
・高齢者、障害者福祉

国土交通省、農林水産省、環境省
・公園整備等
・観光振興、地域振興

外務省
・スポーツを活用した外交の展開
（国際交流，経済協力等）
・Sport for Tomorrowの実施　等

経済産業省
・スポーツ施設・用品産業

・ 地域スポーツの推進
・ 学校体育・武道の振興
・ 国際競技力の向上
・ スポーツ界の
 ガバナンス強化
・ オリパラムーブメント
 の推進

スポーツ庁
スポーツ行政を
総合的に推進

・ 健康増進に資するスポーツの
 機会の確保
・ 障害者スポーツの充実

・ Sport for Tomorrowの実施
・ 国際競技連盟（IF）の
 役員ポスト獲得支援　等

・ スポーツを行える多様な場の
 創出
・ スポーツを通じた地域おこし
 への支援

・ 産業界との連携による
 スポーツ普及と競技力強化

（文科省の旧来からのスポーツ振興）

INDEXへ
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総合型クラブに関する施策の方向性として、「今後の地域スポーツの推進方策に関する
提言」に記されている内容を踏まえて、説明がありました。

総合型地域スポーツクラブに関する施策の方向性3

（出典）文部科学省・スポーツ庁「総合型地域スポーツクラブ育成状況調査」

＜総合型クラブ設置状況＞ （平成27年7月1日現在）

100.0

90.0

80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0
H14年度 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

（育成率（％））（クラブ数）

541

833

1,117

2,155

2,416
2,555

2,768
2,905

3,114
3,241

3,396
3,493 3,512 3,550

13.1
17.4

22.5

33.0

42.6

48.9

57.8

64.9

71.4
75.4

78.2 79.0 80.1 80.8

現状
全国の市区町村の
80.8％に設置

育成クラブ数（創設準備中を含む）
クラブ育成率



6

「創設・育成に重点」から「財政的な自立を含め、質的な充実」
ポイント①

● PDCAサイクルの観点から、自己点検・評価を継続的に実施
●多様な財源の確保をはじめ、財政的な自立も含め、質的な充実を図っていく。

平成26年度に文部科学省委託事業として、日本体育協会が作成した「持続可能な総合型地域スポー
ツクラブの推進に向けた取組の指針と評価指標」を活用し、各クラブごとに自己点検を行うことで、
現状把握と改善を推進。

現状を評価指標（KPI）と照らし合わせ、該
当する評価を下表に記載する。下図に反映
する際、左表内の「平均点」の数値を用いて
作成する。

自己点検・評価の結果について、左記のよ
うな図を用いることにより自らの長所・短
所を具体的に把握し、可視化することがで
きるとともに、指針の到達に向けた取組事
項が明らかとなる。

詳細 日本体育協会 ホームページ ）（

出典： （公財）日本体育協会
 「持続可能な総合型地域スポーツクラブを目指して」

■持続可能な総合型地域スポーツクラブの推進に向けた取組の指針と評価指標 概要

http://www.japan-sports.or.jp/local/tabid/1065/Default.aspx


（出典）スポーツ庁「平成27年度総合型地域スポーツクラブに関する実態調査」

スポーツを通じた健康増進
地域住民を対象とした健康づくり事業を実施：1,157クラブ
行政から介護予防事業を受託して実施：179クラブ

子育て支援
学童保育や放課後子供教室への指導者の派遣：297クラブ
学童保育や放課後子供教室との協働によるスポーツ教室等の開催：332クラブ
親子が一緒に参加できるスポーツ教室等の開催：958クラブ

学校との連携
学校で運動部活動を実施できない種目について、クラブの活動として実施：392クラブ
クラブから学校の運動部活動に外部指導者を派遣：304クラブ
クラブから学校の体育の授業に指導者を派遣：241クラブ

障害者スポーツの推進
障害者スポーツと連携した取組：160クラブ

■特色ある取組を実施している総合型クラブ数
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多様なニーズや地域課題に応えるための「社会的な仕組み」として充実・発展
ポイント②

●新たな取組・形態によりクラブを発展させていくことが重要
●高齢者の健康づくり、障害者のスポーツ活動支援、学校やスポーツ少年団との指導協力
●民間フィットネスクラブ、学童保育・放課後教室と連携　等

「総合型地域スポーツクラブ活動状況調査」から、特色ある多様な取組を実施している総合型クラブ
が多くあることが見えてきた。
地域やクラブの実状に応じて、以下のような取組を実施することにより、クラブを発展させていくこと
が重要である。 

参考 「今後の地域スポーツの推進方策に関する提言」（H27年6月）P.85 ～ 89

近隣クラブとのネットワーク化
ポイント③

●自立したクラブ運営や活動を継続して実施するため、法人格の取得や指定管理者制度の活
用、近隣クラブとのネットワークの構築　等

「総合型地域スポーツクラブ活動状況調査」から、総合型クラブ間でのネットワークを構築し、連携・
協働して、事業を実施している事例やスポーツ活動だけでなく地域の課題解決に向けた取組を実施
している事例が増えてきていることが見えてきた。
こうした取組により、クラブの抱える課題（行政との調整、財源の確保、活動拠点施設の確保、会員の
確保等）を解決できる可能性があると考えられる。

INDEXへ

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/sports/detail/__icsFiles/afieldfile/2016/04/26/1234682_12.pdf
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/sports/detail/__icsFiles/afieldfile/2016/04/26/1234682_12.pdf
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/sports/025/gaiyou/1359647.htm



